
工事名称 令和６年度補正　防災・安全交付金事業公園施設長寿命化対策支援事業
多目的雨天屋内運動場シャッター改修工事
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  シャッター改修  ４箇所

（工事期間）
  105日間
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現場説明書 
 

１ 工事名称  令和６年度補正 防災・安全交付金事業公園施設長寿命化対策支援事業 

        多目的雨天屋内運動場シャッター改修工事 

２ 工事場所  阿久根市 赤瀬川 地内 

３ 工事内容  シャッター改修 ４箇所 

 

名           称 当該工事 別途工事 備  考 

１ 建築工事 ○   

２ 電気設備工事    

３ 給排水衛生設備工事    

４ 外構工事    

５ その他設計図書及び現説に示す範囲 ○   

 

４ 工事期間 着 手 契約日以降 

  完 成 着手日から 105 日間 

 

５ 支払条件 阿久根市会計規則による。 

 

６ 質疑回答 質疑  令和７年５月８日 17 時迄に書面により阿久根市役所財政課管財係に

提出すること。（質疑のない場合は不要。） 

 回答 令和７年５月９日 17 時迄に回答する。 

 

７ 設計内訳明細書（数量表及び見積採用価格）を入札見積りの参考資料として公開する。 

記載の数量は「公共建築数量積算基準」及び「公共建築設備数量積算基準」による設計数量、

計画数量又は所要数量となっており、実際の施工に必要な数量と合わないことがあるので十分

注意すること。また、見積採用単価については、実取引価格を各自で確認した上で入札見積を

行うこと。 

入札見積り時や工事着手前に、入念に精査した上で、疑義があれば、質疑書などにより、早

期の解消に努めること。 

 

８ 「週休２日」試行工事について 

  本工事は、「週休２日」試行工事の対象である。 

  試行に当たっては、『「週休２日」試行工事実施要領』に基づき行うものとする。 

  実施要領は、阿久根市ホームページから取得できる。 
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９ 「快適トイレ」試行工事について 

   本工事は、「快適トイレ」試行工事の対象である。 

   試行に当たっては、『阿久根市の建設現場における「快適トイレ」設置の試行要領』に基づ

き行うものとする。 

   試行要領は、阿久根市ホームページから取得できる。 

 

10 落札者の遵守事項 

  建設業退職金共済制度（以下「建退共」という。）の普及徹底について 

① 建設業者は、特殊法人・建設業・清酒製造業・林業退職金共済組合（以下「組合」とい

う。）に加入するとともに、その建退共の対象となる労務者について、証紙を購入し、当該

労務者の共済手帳に証紙を貼付すること。 

② 工事を受注した建設業者は、組合の発注者用掛金収納書を契約締結後、工程表と共に提

出すること。 

③ 建設業者が、下請け契約を締結する際は、下請け業者に対してこの制度の趣旨を説明し、

必要な建退共の証紙を現物交付すること。 

④ 下請け業者の規模が小さく、管理事務の処理の面で、万全で無い場合は元請業者に組合

加入手続き及び組合関係事務の処理を委託する方法もあるので、元請業者は、積極的に受

託するようにすること。 

⑤ 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」である旨の標識を現場に掲示すること。 

  建設工事請負契約書標準書式第 10条による現場代理人等選任（変更）通知書に監理技術者

資格証等の写しを添付すること。 

  工事実績情報として「工事カルテ」を作成する必要がある場合には、「カルテ」を作成後、

監督職員に提出し、承諾を受けた後に(財)日本建設情報総合センター(JACIC)に登録するとと

もに、登録結果を監督職員に報告する。 

  工事用仮設電力、工事用水、工事用電話、工事用事務所は業者負担とし、本工事には、本

工事に関連する工事の完了引渡日が属する月の電気料及び水道料（基本料金を含む）を含む

ものとする。 

  契約後、速やかに実施工程表を提出し承諾を受けると共に、毎月 20 日までに月末見込の工

事出来高報告書（県指定様式）を提出すること。 

  敷地内運搬路、作業場等は、工事完成後原形に復し、検査を受けること。 

  工事に支障を生じる地中埋設物又は架線等の移設復旧は、原則、本工事に含むものとする。

なお、仮囲い、矢板打込み及び基礎根切り等においては、事前に地中埋設物の確認を行い十

分に注意しながら作業を行うこと。 

  再生資源の使用に努めること。（再生クラッシャーラン等） 

  養生はリサイクルボ－ドをなるべく活用すること。 

  下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底については、国土交通省土地・

建設産業局長通知(Ｈ29.12.1 付国土建推第 27 号)によること。 

  工事の着手は、監督職員と作業日程や安全面での打合せを十分に行い、総合仮設計画を作

成し、承諾を得てから行うこと。 

  国土交通省が定めた写真管理基準を満たした電子媒体による写真とすること。 
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  工事完成後は、竣工図を作成し CAD データで提出すること。 

  地域行事等については事前に把握し、地域住民等と協議し特に支障のある場合は工事を行

わないなどの措置をとること。(地域行事や近隣学校施設等の行事など) 

  工事用通路や仮囲いは、図に示すとおりとするが、事前に監督職員と打合わせを行うこと。

（必要な場合はロープ等により安全対策を行うなど対策を行うこと。） 

  ヤンバルトサカヤスデのまん延を防止するため、当該現場での土壌や植物等の搬出入に当

たっては、別途「ヤンバルトサカヤスデのまん延防止対策について」を参考に、十分注意を

払うとともに、ヤンバルトサカヤスデの棲息が確認された場合は、まん延防止対策を講ずる

必要があるため、棲息状況等の調査を行い、監督職員に報告すること。 

  本工事により発生する建設廃棄物のうち、焼却施設及び最終処分場に搬入する産業廃棄物

には、産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること。 

  特定建設資材の分別解体・再資源化等については、建設リサイクル法第９条に該当しない

建設工事においても、再資源化するものとする。 

  再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書については、着手前に全ての工事におい

て提出すること。また、工事完了後その実施書についても提出すること。この場合、建設副

産物情報交換システム（COBRIS）の利用を推奨する。 

  産業廃棄物管理票（マニフェスト）の提出 

本工事の施工により発生する産業廃棄物については、処分状況等の記録（Ｅ票の写し及び

産業廃棄物管理票（マニフェスト）総括表（別添様式１））を工事完成図書に添付すること。

なお、工事完了時点で最終処分が完了せず、Ｅ票が処分業者より返送されていない場合は、

Ａ票、B2 票及びＤ票のうち直近に返送されたものの写しを添付すること。ただし、この場合

においても、最終処分が完了し、Ｅ票が処分業者より返送され次第、直ちに同票の写しを提

出すること。 

(21)産業廃棄物管理型最終処分場へ搬出する廃棄物が発生した場合は、「エコパークかごしま」

を積極的に活用すること。 

(22)特記仕様書「13 電子納品」による、電子納品ガイドラインとは、「阿久根市電子納品ガイド

ライン（令和４年１月）」とする。 

【安全対策について】 

(23)工事による危害防止等には十分な安全計画を立てること。(第三者への安全計画･対策を含

む。) 

(24)工事期間中の騒音安全等には十分配慮して施工し、周囲の工作物等を破損した場合は、速

やかに原形に復すると共に、第三者等に対する苦情処理も的確に行うこと。 

(25)地域住民等及び第三者の安全に特に注意する必要があるため、各施工業者と協力して安全

協議会等を設置し、必要に応じて誘導員を配置するなど安全対策に努めること。 

(26)本工事区域の前面道路等周辺は、多くの近隣学校の生徒、一般歩行者が通行していること

を工事関係車両運転者その他工事関係者全員に周知させ、安全確保に細心の注意を払うとと

もに、工事車両は近隣住宅付近、道路上に駐車、待機を行わないこと。また、場内待機の車

両は、作業段取りをする車両を除き、アイドリングストップを心がけること。 

(27)現場作業及び資材搬入のある日は、必要に応じて交通誘導員等を配置し、安全対策を徹底

すること。 
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(28)工事関係車両の工事区域への出入りは、渋滞防止と安全性の面から原則、左折のみとする

が、時間帯等を考慮し交通誘導員の指示により出入りすることとする。 

(29)本工事において、受注者は法定外保険の労災保険に付さなければならない。工事請負契約

書第 54 条（火災保険等）において、受注者は保険契約を締結したときは、その証券等を発注

者に提示し、法定外の労災保険への付保の状況の確認を受けること。 

(30)本工事の共通費において、現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器具費が含まれて

いる。作業床・手すり等の設置が困難な場合には、労働者の危険を防止する手段として、墜

落制止用器具の使用を講じること。 

(31)使用材料については、図面上の仕様と同等以上とし、施工前に必要な試験等を行い、施工

計画書は監督職員の承諾を受けること。 

(32)工事中に発生する残土については、適切に処分すること。 

 



1

（ 工事価格 金           円 ）

（ 調査基準価格 金   円 ）

（ 調査基準価格の100/110 金   円 ）

金           円

阿久根市都市建設課



工事費内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接工事費      CM  コメント

建築工事        CK  直接工事費
1   

式
計 CKK 直接工事費計

共通費          CM  コメント

  共通仮設費    KK  共通仮設費
1   

式
  現場管理費    KG  現場管理費

1   
式

  一般管理費等  KI  一般管理費等
1   

式
計 KS  共通費計

CM  コメント

工事価格        KKK 工事価格
1   

式
消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％
式

工事費          KH  工事費
1   

式
CM  コメント

調査基準価格 CH  調査基準価格
1   

式
調査基準価格の100/110 CH2 調査基準価格割戻

1   
式

阿久根市都市建設課



工事種別内訳 3

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

建築工事        WP
1   

式
計

阿久根市都市建設課



建築工事　種目別内訳 4

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

多目的雨天屋内運動場 WP
1   

式
計

阿久根市都市建設課



建築工事　科目別内訳 5

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        WP
1   

式
建具            WP

1   
式

計

多目的雨天屋内運動場

阿久根市都市建設課



建築工事　中科目別内訳 6

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        直接仮設工事    WP
1   

式
計

建具            建具工事        WP
1   

式
計

多目的雨天屋内運動場

阿久根市都市建設課



建築工事　細目別内訳 7

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生(建具改修)  建改監 B0-181285 No.1       ※標準

18.3 
㎡

整理清掃後片付け 建改監 B0-181286 No.1       ※標準
(建具改修)      18.3 

㎡
(コメント)

自走式ﾘﾌﾄ       垂直型                          建改監 刊行物比較表1 1
16   

台・日
計

建築工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｼｬｯﾀｰ改修       SS-2                            建改監 代価表    0001
4   

か所
(コメント)

ｽｸﾗｯﾌﾟ          H4                              建処 刊行物比較表2 1
0.4 

ｔ
計

建具工事建具多目的雨天屋内運動場

直接仮設工事直接仮設多目的雨天屋内運動場

阿久根市都市建設課



代価表一覧 8
その他

NO 名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量 単　　価 金　　額 丸め 備　　　　考

ｼｬｯﾀｰ改修       SS-2                            有り 代価表    0001
1      

か所

阿久根市都市建設課



代価表 9
その他

NO 名　　　称 摘　　　　　　要 単 位 数　 量 乗 　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　 考

ｼｬｯﾀｰ改修       SS-2                            代価表    0001
1      

か所
ｽﾗｯﾄ            A6K・B6K                        1      1      403,000    ｼｬｯﾀｰ改修 1

01 ｶﾗｰ1.0t                         式

電動開閉装置    SB10E                           1      1      177,000    ｼｬｯﾀｰ改修 2
02 式

張りｹｰｽ         ｽﾃﾝﾚｽ0.8t 1面                   1      1      85,000    ｼｬｯﾀｰ改修 3
03 式

点検口          ｽﾃﾝﾚｽ製                         1      1      57,800    ｼｬｯﾀｰ改修 4
04 式

押釦ﾎﾞｯｸｽ       C形 1個用                       1      1      15,800    ｼｬｯﾀｰ改修 5
05 式

ｽﾁｰﾙ曲物        1.6t                            1      1      4,060    ｼｬｯﾀｰ改修 6
06 式

C形鋼           1.6*60*30                       1      1      8,190    ｼｬｯﾀｰ改修 7
07 式

防錆塗装        1      1      2,870    ｼｬｯﾀｰ改修 8
08 式

標準色塗装      1      1      350    ｼｬｯﾀｰ改修 9
09 式

ｴﾏｰｾﾞﾝｼｽｲｯﾁ     1      1      13,300    ｼｬｯﾀｰ改修 10
10 式

ﾛｰﾗｰﾁｪｰﾝ        1      1      11,200    ｼｬｯﾀｰ改修 11
11 式

一斉操作用ﾘﾚｰﾎﾞｯ 1      1      33,900    ｼｬｯﾀｰ改修 12
12 ｸｽ              式

工事費          1      1      132,000    ｼｬｯﾀｰ改修 13
13 式

既存ｼｬｯﾀｰ解体・ 1      1      83,400    ｼｬｯﾀｰ改修 14
14 撤去            式

代価表
その他

NO 名　　　称 摘　　　　　　要 単 位 数　 量 乗 　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　 考

ｼｬｯﾀｰ改修       SS-2                            代価表    0001
1      

か所
搬入費          1      1      33,700    ｼｬｯﾀｰ改修 15

15 式

法定福利費      1      1      23,700    ｼｬｯﾀｰ改修 16
16 式

計

阿久根市都市建設課
○は「その他」の率対象



備
考

製図担当
工事名

図面名

図面番号年月日

縮尺

2025/03
阿久根市都市建設課

迫口 迫口
no scale

A-00

令和６年度補正 防災・安全交付金事業公園施設長寿命化対策支援事業

多目的雨天屋内運動場シャッター改修工事

ﾀｲﾄﾙ・図面ﾘｽﾄ

Ａ －０１

Ａ －０２

Ａ －０３

Ａ －０４

Ａ －０５

図面番号 図 面 名 称

Ａ －０６

Ａ －０７

Ａ －００

附近見 取図・配置図

ﾀｲﾄﾙ・ 図面ﾘｽﾄ

図 面 リ ス ト

建築改 修工事特記仕 様書 (1)

建築改 修工事特記仕 様書 (4)

平面図 （参考）

ｷｰﾌﾟﾗﾝ

建具表

立面図

意匠図

令和６年度補正 防災・安全交付金事業公園施設長寿命化対策支援事業

多目的雨天屋内運動場シャッター改修工事



至 　出水

陸上競 技場管 理棟

陸 上競技 場

野球場

駐 車場

テニス コート
Ｂ ＆Ｇ体 育館

Ｂ＆ Ｇプー ル

総 合体育 館

弓道 場

駐車場

至　市 街地

至　牧 内
国道３号線

多 目的雨 天屋内 運動場

4
4,

14
0

53,670

1
,0

00
4
2,

14
0

1,
00

0

2,
04

0
4
0,

06
0

2,
04

0

1,000 51,670 1,000

1,900 49,870 1,900

建築面積床面積

49.870*40.060=1997.79

　　　合計　1997.79ｍ2

51.670*42.140=2177.37

　　　合計　2177.37ｍ2

　　　　　　 604.33坪 　　　　　　 658.65坪

配  置  図

建 物 求 積 図

4
,
4
7
0

2
3
0

4
0
,
0
6
0

3
9
,
6
0
0

2
3
0

4
,
4
7
0

3,665

49,500

49,870

185185

3,965

工 事 建 物

公園 内通路

附 近 見 取 図

1/200

1/200

備
考

製図担当
工事名

図面名

図面番号年月日

縮尺

2025/03
阿久根市都市建設課
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・公共建築木造工事標準仕様書（令和4年版）

・畳製作畳工事

・造園植栽工事

・石材施工（石張り施工）石工事

・ブロック建築　・ＡＬＣパネル施工ブロック、ＡＬＣパネル工事

・鉄筋施工　・型枠施工　・とび耐震改修工事

・塗装（建築塗装作業）塗装改修工事

・建築大工　・タイル張り

・内装仕上げ施工（鋼製下地工事作業）　・表装（壁装作業）　・左官

・プラスチック系床仕上げ工事作業　・ボード仕上げ工事作業内装改修工事

建具改修工事 ・サッシ施工　・ガラス施工　・自動ドア施工

・左官　・タイル張り　・塗装（建築塗装作業）　・樹脂接着材注入施工外壁改修工事

・左官　　・建築板金

・塗膜防水工事作業　　・シーリング防水工事作業

・アスファルト防水工事作業　　・合成ゴム系シート防水工事作業防水改修工事

技能検定の職種適用工事種別

するとともに、他の技能者に対して、施工品質の向上を図るための作業指導を行う

［1.7.2］下記により適用する技能士については、適用する工事作業中、１名以上の者が自ら作業を 10  一級技能士

　改修標準仕様書及び、標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。 9  特別な材料の工法

は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。

　なお、商品名等が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合

　（６）販売、保守等の営業体制を整えていること

　（５）製造又は施工の実績があり、その信頼性があること

　（４）法令等で定める許可、認可、認定又は免許等を取得していること

　（３）安定的な供給が可能であること

　（２）生産施設及び品質の管理を適切に行っていること

　（１）品質及び性能に関する試験データを整備していること

受けた場合はこの限りではない。

たことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を

を満たすものとし、この証明となる資料又は，外部機関が発行する品質及び性能等が評価され

マーク及びＪＡＳマークの表示のない材料及びその製造者等は、次の(1)から(6)すべての事項

本工事に使用する材料等は、設計図書に定める所要の品質及び性能を有するものとし、ＪＩＳ

 8  材料の品質等 ［1.4.2］

　本工事に使用する材料については、アスベストを含有しないものとする。

・アスベスト含有建材

　　②建築基準法施行令第20条の７第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

　　①建築基準法施行令第20条の７第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料

・第三種品

　　②建築基準法施行令第20条の７第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料

　　　建築材料以外の材料

　　①建築基準法施行令第20条の７第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散

・規制対象外

　　　する。また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次のとおりとする。

　　　アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したものと

　　　ない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。

　　4) 1)の材料をして作られた家具、書架、実験台、その他の什器等は、ホルムアルデヒド、

　　2)接着剤及び塗料はトルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。

　　3)接着剤は可塑剤(フタル酸ジー－ｎ－ブチル及びフタル酸ジ－2－エチルへシキル等を含有し

　　　する。

　　　少ない材料で、設計書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用

　　　断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて

　　1)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、ＭＤＦ、保温材、緩衝材、

ともに、次の1)から4）を満たすものとする。

　本工事の建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると

[1.4.1］ 7  環境への配慮

※再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書の作成

※建設廃棄物処理計画書の作成

なお、処分場の決定に当たっては監督職員と協議する。

上記に示す受入れ施設は参考であり、実施に当たっては関係法令を遵守し、適切な処理を行うものとする。

・

・建設発生木材

・アスファルト・コンクリート塊

・コンクリート塊

搬出距離(km)所　在　地受入れ施設名分　　類

再生資源化を図るもの又は廃棄するもの　　　・有　　・無

　引渡し場所　　　※構内　　・（　　　　　　　　）

 6  発生材の処理 ・発注者に引渡しを要するもの（・金属類　・ＰＣＢ含有物　・　　　　　　　　　） [1.3.12］

[1.3.5］改修標準仕様書［1.3.5］以外の施工条件　　　　※現場説明書による　　・図示 5  施工条件

[1.3.3］

　・要　　　・不要

電気工作物の保安の業務を行うものとする。

　工事現場におく電気保安技術者は、電気事業法に基づく電気主任技術者の職務を補佐し、 4  電気保安技術者

 　　　　　・ガラスブロック ・シート防水(機械式) ・屋上緑化システム・（　　　　　　　）

　　　　　 ・外装材(外断熱工法) ・長尺金属板葺 ・折板葺 ・アルミ笠木

適用工種　 ・ＡＬＣパネル(外壁、屋根) ・押出成形セメント板(外壁) ・外壁石張(乾式)

※地表面粗度区分（ ・Ⅰ　 ・Ⅱ　 ・Ⅲ　 ・Ⅳ ）

※基準風速（Vo）（　　　　　　　）m/s

 3  品質計画 ・施工計画書で工法を定める場合の風圧力の計算 [1.1.2］

[1.1.4］※適用する（※工事請負金額 500万円以上　　・（　　　　　　　　　　　　）　） 2  工事実績情報の登録

　契約締結後速やかに火災保険に加入し、保険期間は工期後14日とする。

所在地受入施設名

　　受け入れ場所（　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　）

　ほか、下記に該当する場合である。

（1）配置技術者等の途中交代が認められる場合としては、主任技術者又は監理技術者の死亡、傷病、退職等、真にやむを得ない場合の

　する。

（1）工事の一部を下請に付する場合は（　　　　　　，　　　　　）管内に主たる営業所を有する者を活用するようよう努めることと

（3） 前項の「県産資材等不使用状況報告書」において、第１項の資材業者等から調達しない場合は、その理由を記載すること。

  　芝　】》

　《指定主要資材(７品目)【生コン(レディミクストコンクリート) コンクリート二次製品 石材類 アスファルト合材 木材 樹木

　し、さらに、県産資材以外の資材等についても、県内に本店を置く資材業者等から調達するよう努めることとする。

・構内指示の場所（・敷均し　　・たい積 ）

※設置位置は、監督職員との協議による。また取付けは、強風に対し安全な工法とする。

［2.3.1］

　　なお、結果が良好でなかった場合には、監督職員と協議し対策を行うこと。

　　測定対象室と箇所数　　　・図示     ・(　　　　　)か所
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工　  期　令和　年　月　日～令和　年　月　日

施 工 者

監 理 者

設 計 者

発 注 者

工 事 名　　　　　　　　　　　  　工事

材質　※県産杉板　　・監督職員の承諾による

規格　※下図による　・監督職員の承諾による 7  現場表示板

構内既存の施設　・利用できる（※有償　・無償）　※利用できない　 6  工事用電力

 5  工事用水 構内既存の施設　・利用できる（※有償　・無償）　※利用できない　

仕上げの程度、設置する設備、備品等の種類及び数量は現場説明書による。

　面積規模（・10㎡ ・20㎡ ・35㎡ ・65㎡ ・100㎡ ・(　　　)㎡）程度

・設ける   　・設ける（既存建築物の一部を使用する）　・設けない 4  監督員事務所

種　別 材　　質 仕上げ

　　　―

 ・　

・片面塗装

・片面塗装

※合板張り木製扉　　程度　　　・　

※シート張り

・せっこうボード厚9.5（内部面）+ 合板厚9（外部面）

・合板厚9片面張り

・せっこうボード厚9.5片面張り　　　

・せっこうボード厚9.5両面張り　グラスウール充填厚さ（　　   ）

・合板厚9両面張り　グラスウール充填厚さ（　　   ）

・仮設扉　

・C種

・B種

・A種

　　　　　　　　　　　　　・行わない　　・行う（図示）

［2.3.2］［表2.3.1］仮設間仕切り等の種類 3  仮設間仕切り

既存家具、既存設備等の養生　　　※ビニルシート、合板等による　　・（　　　　　）

　　設置範囲及び養生方法　　　　※図示　・（　　　　　）

［2.3.1］

［2.3.1］

［2.3.1］

固定された備品、机、ロッカー等の移動

　　　　　　　　　　　　　・設置範囲　　※図示　・（　　　）

　　養生方法　　　　　　　・合板張りによる　　　・（　　　）

開口部の養生　　　　　　　・行う　　　　・行わない

既存部分の特別養生　　　　・行う

　　養生方法　　　　　　　※ビニルシート、合板等による　　・（　　　　　）

既存部分の養生　　　　　　・行う　　　　・行わない 2  既存部分の養生

      　・A種　　・B種　　・C種　　・D種　　・E種

材料、撤去材等の運搬方法

内部足場　　　　　　※脚立、足場板等　　　　・　

防護シートによる養生　　・設置する　　(設置範囲　　　工事に必要な範囲・　　　　　　)

施工箇所　　※図示による　　　・（　　　　　　）

製品名（　　　　　　　　　　　　　　）

     発注制度の製品等

 22  鹿児島県トライアル

標準仕様書」（以下、「防除」という。）による。

　この工事については、(公社)日本しろあり対策協会（以下、「協会」という。）発行「防除施工

[防 1.3.(1)] 

[防 1.2] 

[防 1.3.(2)] 

[防 1.2] 

　名及び登録番号・取得年月日・　登録年月日　(ｸ)保証期間

　理　別並びに使用薬剤名、製造者名、施工年月日　(ｶ)登録施工業者会員名簿　(ｷ)施行した防除士の氏

　(ｱ)工事名称  (ｲ)建物の所在地　(ｳ)建物の構造･用途･面積　(ｴ)白蟻防除工事の施工面積　(ｵ)防除処

業者と白蟻防除工事施工業者と連帯とする。

　白蟻防除工事について、下記事項を記載した５年保証書を提出すること。なお、保証書については元請

※工事施工にあたり、協会発行「しろあり防除施工における安全管理基準」を遵守すること。

※保証書及び期間

　　・２以上の階の床面より１ｍ以内にある木部でコンクリート、石、レンガに接する面

　　※1.4. (2)⑦に規定する箇所

　・木造以外の場合

　　・２階梁、火打梁と胴差との仕口面

　　・陸梁、合掌、小屋梁、間仕切、桁、火打梁などと敷桁又は軒桁との仕口面

　　※1.4. (2)①～⑥及び⑧に規定する箇所

　・木造の場合

※処理の箇所

　処理の方法　※吹付け処理法、塗布処理法の一つ又はその組み合わせによって行う。

　処理の適用分　　※行う　　・行わない

・木材処理

　処理の方法　※帯状散布法、面状散布法の一つ又はその組み合わせによって行う。

　処理の適用分　　※行う　　・行わない

※土壌処理

※工事施工者は、原則として協会登録施工業者とする。

※使用薬剤は、協会認定薬剤のうち、非有機リン系薬剤とする。

この項目に記載の（防　　　）内表示番号は、防除の当該項目を示す。

 21  防腐・防蟻処理

協議の上、発注者に申し出ること。

鉄骨建方完了時）及び内装工事等施工途中を検査の目安とし、工事受注者は検査の希望日を監督職員と

行う場合は、工事の進捗率が概ね50%に達した時期又は、躯体工事中（とりこわし工事完了時、配筋又は

この工事については、中間検査を　　・行う　　・行わない 20  中間検査

この工事については一部完成は　　・有（図示　　　）　　・無 19  一部完成

この工事については部分使用は　　・有（図示　　　）　　・無 18  部分使用

適用工事（土、地業、コンクリート、舗装、植栽、取りこわし等）

低騒音型、低振動型建設機械指定要領に基づき指定された建設機械を使用する。 17  騒音振動の防止

じて補修する。

工事施工に際し、既存部分を汚染又は損傷した場合は監督職員に報告するとともに承認を受けて現状に準 16  既存部分等への措置

※図示　　・設計GL＝現状GL 15  設計GL

設備機器の設置、取合い等が検討できる施工図を提出し、監督職員の承諾を受ける。 14  設備工事との取合い

撮影する施工状況改修工法の種類

・ステンレスピン注入　・エポキシ樹脂注入後の浮き確認　・表面処理

・マーキング　・穴あけ（ドリル使用）　・清掃　・エポキシ樹脂注入

・仕上げ厚又は全塗厚が厚い場合の施工状況

・ステンレスピン打　・ポリマーセメントモルタル充填

・マーキング　・はつり　・清掃　・鉄筋の錆落とし　・防錆材塗布

・シリンダー取付状況　・注入状況　・仕上状況

・マーキング　・下地処理　・注入孔墨出し　・座金取付　・シール

完成写真の撮影業者　　　　※監督職員の承諾する撮影者　　・監督職員の承諾する撮影業者

浮き部改修工法

欠損部改修工法

ひび割れ部改修工法

電子ﾃﾞｰﾀ

実態調査用

（出来形時）

完成時

（検査状況）

工事中

着工前

各工法の施工状況（施工中の写真は、同じ番号で工事写真を撮影のこと。）

規　格 備　考部　数分　類区　分

外観4面/棟　　・　

※  1 部

・

・

・

・

外観4面/棟　内部全状況

・

・

※  1 部

※  1 部

※  2 部

全景：キャビネサイズ

部分：サービスサイズ

カラーサービスサイズ

全景：キャビネサイズ

部分：サービスサイズ

カラーサービスサイズ

・完成時写真　・工事中写真　・着工前写真

※デジタルカメラ

※デジタルカメラ

※デジタルカメラ

※デジタルカメラ

完成は各面・工法毎に全箇所撮影する。

外壁改修工事の施工状況は、工法毎に各面（東、西、南、北、階段室、屋上塔屋等）２箇所程度とし、

電子データは、RBG（フルカラー）、JPEG形式最高画質とし、CD-ROMにて提出する。

100×125以上の原板を使う場合には、監督職員にあらかじめべた焼きを提出し確認を受ける。

下記のものを監督職員に提出する。ただし、原版は撮影業者の保管とする。

撮影箇所及び方法については、「工事写真撮影ガイドブック（平成30年版）」による 13  完成写真等

［1.9.2］

　　　　　　　　　※作成しない

 12  完成図等

保全に関する資料　・作成する（提出部数　※１部　・（　　　）部）　

　　　　・作成しない

　　　　　　　　完成図のＣＡＤデータ　　ＣＤ－Ｒ　　　※３枚　　・（　　）枚

　　　　　　　　Ａ１二つ折り製本　　　　※１部　　・（　　）部

　　　　　　　　Ａ３縮小二つ折り製本　　※３部　　・（　　）部

　　　　　　完成図の様式等

完成図　※作成する（完成図の種類　※全ての設計図　・（　　　　　））

　着工前及び施工完了時に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、

の濃度を測定し、監督職員に提出すること。

エチルベンゼン、スチレン（学校施設については、パラジクロロベンゼンを加えた６物質）

［1.7.9］

　　　

項　　目章

［3.2.5］

上記に示す受入れ場所・距離は参考であり、実施にあたっては監督職員と協議のうえ決定する

　　搬出距離（　　　　　　　）㎞

　　受け入れ場所での処置（・敷均し　　※たい積 ）

※構外指示の場所 2  建設発生土の処理

[3.2.3]　[表3.2.1] 

　　　　　 　（運搬　　　・発生原因者側　　・本工事　　　  km  ）

　　　　　 　（連絡先　　　　　 　               　　　　　　　）

　　C種の場合（発生場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

種別　　・A種　　※B種　　・C種　　・D種 1  埋戻し及び盛土

外部足場    ・設置する　　　　（設置範囲　　　　工事に必要な範囲・　　　　　） 1  足場その他

※　適用を受ける関係法令等を遵守すること

・大気汚染防止法の一部を改正する法律（平成26年6月21日法律第58号）

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）

・資源の有効な利用の促進に関する法律（リサイクル法）

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律

・建設副産物適正処理推進要綱（平成14年5月30日国交省通知122号等）

・建設工事公衆災害防止対策要綱（建設工事編）（官庁営繕部）

・建築工事安全施工技術指針（官庁営繕部）

・建築工事標準詳細図（国土交通省大臣官房官庁営繕部建築課監修　令和4年版）

（参考）

 1  適用基準等

　　本工事の受注者は、工事を施工するために、建設工事の一部又は以下のアからエの業務を下請に付する場合は、施工体系図を作成し、

工事の期間中、工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その写しを監督職員に遅滞なく

（遅くとも下請工事又は業務の着手前までに)提出すること。また、施工体系図の記載事項に変更があったときは、その都度、変更に

　　エ その他監督職員が記載を指示した業務等

　　ウ 工事現場の警備(交通誘導を含む)を行う業務　　　　　　 

　　イ 土砂やコンクリート殻等の運搬のみを行う業務　

　　ア 伐採及び測量･調査等の工事現場で作業を行う業務　　　　

関する事項について、作成し、提出すること。

18．施工体系図の作成等について

があったときは、その都度、当該変更があった年月日を付記して、変更に関する事項について、作成し提出すること。

その写しを監督職員に遅滞なく(遅くとも下請工事の着手前までに)提出すること。また、施工体制台帳の記載事項又は添付書類に変更

　本工事の受注者は、建設工事の一部を下請けに付する場合は、施工体制台帳及び添付書類を作成し、工事現場に据え置くとともに、

17．施工体制台帳の作成等について

（7）(1)から(6)のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。

　によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。

（6）下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等

　規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。

（5）「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下、「法」という。）の目的に鑑み、法第12条に

（4）さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることがないようにすること。

（3）資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することがないようにすること。

（2）過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。

（1）工事用資機材等の積載超過のないようにすること。

16．ダンプトラック等による過積載等の防止について

を行うこと。

工事等において、暴力団関係者による不当介入を受けたことにより工程に被害が生じた場合は、県（発注者）遅れが生じる等のと協議

介入」という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、その旨を遅滞なく県（発注者）及び警察に通報すること。県

15. 暴力団関係者による不当介入を受けた場合の措置

全て消去すること。その他、誓約書の記載事項を遵守すること。

てはならない。また、当該ＣＡＤ図面データは、完成図提出時までに、受注者において履行期限期間中に複製又は再配布しているもの

与したＣＡＤ図面データは、本工事の履行に必要な施工図及び完成図の作成においてのみ使用することとし、それ以外の目的で使用し

14．ＣＡＤ図面データの貸与について

　ウィルス対策を実施した上で提出すること。

（3）電子成果品を提出する際は、鹿児島県の公開する電子納品チェックソフトによるチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、

　は従来どおりの取扱いとする。電子納品レベル及び成果品の電子化の範囲については、事前協議を行い決定するものとする。

　に定める基準に基づいて作成した電子データを指す。

（1）本工事は、電子納品対象工事であり、電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品する

13. 電子納品

　交代が可能となる。

（2）上記(1)のいずれの場合であっても、受注者と発注者が協議し、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められる場合のみ途中

　　③　大規模な工事で一つの契約工期が多年に及ぶ場合。

　　②　工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点。

　　①　受注者の責務によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合。

12. 配置技術者等の途中交代

（3）工事完成時及び監督職員から指示された場合、「下請業者使用実績報告書」を監督職員に提出すること。

　 監督職員に提出すること。

（2）前項で定めた建設業者を活用しない場合は、施工計画書等の提出と併せて「下請工事における管内建設業者等不活用状況報告書」を

11．下請工事における管内（県内）建設業者の優先活用

（4） 工事完成時及び監督職員から指示された場合、「建設資材使用実績報告書」を監督職員に提出すること。

　を得なければならない。

（2）以下に記載する「指定主要資材」の中で県産資材を使用しない場合は、「県産資材等不使用状況報告書」を監督職員に提出し、承諾

（1）工事に使用する資材については、県内で産出、生産又は製造されたもの（以下、「県産資材」という。）の優先使用に努めることと

10．県産資材の優先使用

 9．火災保険

　前払金を支払ったものについては工期中２回まで、前払金の支払がされていないものは工期中３回までとする。

 8．部分払

（3）既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の２分の１以上の額に相当するものであること。

（2）工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

（1）工期の２分の１を経過していること。

 7．中間前金払の要件

請求することができる。

　契約金額（全体又は年度毎の出来高予定額）の10分の２を超えない範囲内に限り７の全ての要件を満たす場合に中間前払金の支払を

 6．中間前金払

 5．中間前金払又は部分払の選択

支払を請求することができる。

 4．前金払

　ホームページからダウンロード可能）による。

　グリーン購入法による調達推進品目は「鹿児島県環境物品等調達方針」の環境物品等調達推進品目等一覧表及び別表１（鹿児島県の

（5）Ｇ 印は「国等による環境物品等の調達の推進に関する法律」（以下「グリーン購入法」という）の特定調達品目を示す。

（4）特記事項に記載の（ 　 ）内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

（3）特記事項に記載の［ 　 ］内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

　　　・  印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。

　　　・　印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

（2）特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。

（1）項目は、番号に　　印の付いたものを適用する。

 3．特記仕様

 2．改修標準仕様書及び標準仕様書のうち必要として特記する事項と、その他必要として特記する事項を特記事項とする。

　庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)」(以下、「標準仕様書」という。）による。

　事編）(令和4年版)」(以下、「改修標準仕様書」という。)により、改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官

　　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築改修工事標準仕様書（建築工

 1．共通仕様

建 築 改 修 工 事 特 記 仕 様 書

測定はパッシブ型採取機器により行う。

　　着工前の測定　　・行う

 　　濃度測定

 11  室内空気中の化学物質の

　　　　　　・設置しない

　契約金額500万円以上の工事にあっては、契約金額（全体又は年度毎の出来高予定額）の10分の４を超えない範囲内に限り前払金の

　契約金額500万円以上の工事にあっては、契約に当たり中間前金払又は部分払を選択することができる。

　こと」をいう。ここでいう電子納品とは、「阿久根市電子納品ガイドライン（令和４年１月）：（以下「ガイドライン」という。）」

（2）ガイドラインに基づいて作成した電子成果品は電子媒体(CD-R)で正本1部、副本1部の計2部提出する。電子化しない成果品について

　本工事に関するＣＡＤ図面データの貸与を希望する場合は、「ＣＡＤ図面データ借用に係わる誓約書」を市に提出すること。なお貸

　阿久根市が発注する建設工事等（以下「市工事等」という。）において、暴力団関係者による不当要求又は工事妨害（以下、「不当

備
考
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2025/03
阿久根市都市建設課
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令和６年度補正 防災・安全交付金事業公園施設長寿命化対策支援事業

多目的雨天屋内運動場シャッター改修工事

建築改修工事特記仕様書(1)
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　（
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・アルミニウム製建具

・樹脂製建具

・鋼製建具

・鋼製軽量建具

建具の種類 かぶせ工法 撤去工法 適用箇所

・

―

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・建具表による　・　

・建具表による　・　

・建具表による　・　

・建具表による　・　

・建具表による　・　

・建具表による　・　

[5.1.3]  1　改修工事

新規に建具を設ける場合

建具廻りシーリング　　改修標準仕様書３章防水改修工事による

・ステンレス製建具

・木製建具

・適用する　適用箇所（・建具表による　・　　　　　　） 2　防火戸

・適用しない

ヒューズ装置、熱感知器又は煙感知器との連動

・連動させる　適用箇所（・建具による　・　　　　　　）

・連動させない

・適用する（　　　　　　）　適用箇所（・建具表による　・　　　　　　） 3　防犯建物部品

※適用しない

 4　アルミニウム製建具 性能等級

　外部に面する建具　・Ａ種（建具符号：　　・建具表による　・　　　　　）

　          　　　　・Ｃ種（建具符号：　　・建具表による　・　　　　　）

　          　　　　※Ｂ種（建具符号：　　・建具表による　・　　　　　）

防音ドア、防音サッシ　　　　・遮音性の等級（・建具表による　・　　　　）

断熱ドア、断熱サッシ Ｇ　　 ・断熱材の等級（・建具表による　・　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　（建具符号：　・建具表による　・　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　（建具符号：　・建具表による　・　　　　　）

耐震ドア　　　　　　　　　　・面内変形追随性の等級（・建具表による）

　　　　　　　　　　　　　　（建具符号：　・建具表による　・　　　　　）

枠の見込み寸法　　・建具表による　・　

表面処理の種別

　　　　　　　　　　設置箇所　　・建具表による　　・図示

結露水の処理工法　　処理方式　　・水貯め式　　　　・排水式

水切り板、ぜん板　　※建具表による　　・図示

　外部に面する建具　　※BB-1種　・BB-2種　・　

　　　　　　　　　　　皮膜等の種類（※改修標準仕様書表5.2.2による　・　　）

　屋内の建具　　　　　※BC-1種　・BC-2種　・　　

　　　　　　　　　　　皮膜等の種類（※改修標準仕様書表5.2.2による　・　　）

網戸等 5　網戸等

種　類 材　種 線　径 網　目

・防虫網

・防鳥網

・合成樹脂製

※ガラス繊維入り合成樹脂製

・ステンレス(SUS316)製

ステンレス(SUS304)線材

※0.25mm以上

・　

1.5mm

※16～18メッシュ

・　　

網目寸法15mm

性能等級 6　樹脂製建具

　外部に面する建具　・Ａ種（建具符号：　・建具表による　・　　　　　　）　

　　　　　　　　　　・Ｃ種（建具符号：　・建具表による　・　　　　　　）　

　防音ドア、防音サッシ　　　　・遮音性の等級（・Ｔ－１　・Ｔ－２　)

　　　　　　　　　　　　　　　　（建具符号：　・建具表による　・　　　）

　断熱ドア、断熱サッシ Ｇ　　 ・断熱材の等級（・Ｈ－４・Ｈ－５・Ｈ－６・　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　（建具符号：建具表による　・　　　　　）

枠の見込み寸法　　・建具表による　　・　

表面色　　　　　　※標準色　　・特注色

水切り板、ぜん板　※図示　　・　

ガラス　　　　　　※複層ガラス　　・　

[5.2.2] [5.3.2～5]［表5.3.1］

［5.2.3］

[5.2.2～5] [表5.2.1、2] 

[5.1.7] 

[5.1.4] 

 7　鋼製建具 性能等級

　簡易気密型ドアセット　　・適用する(建具符号:　・建具表による　・　　）

　　　　　　　　　　　　　・適用しない

　　　　　　　　　　　　　　　　・S-6（建具符号：　・建具表による　・　　　　）

　外部に面する建具の耐風圧性　　・S-4（建具符号：　・建具表による　・　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　・S-5（建具符号：　・建具表による　・　　　　）

　防音ドア、防音サッシ　　　　・遮音性の等級（・建具表による　・　 　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　（建具符号：  ・建具表による　・　 　　）

　　　　　　　　　　　　　　 　（建具符号： 　・建具表による　・ 　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　・　

JIS A 4102(ドアセット)、JIS A 4706(サッシ)による

※JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板)

・ステンレス鋼板　・SUS304、

　SUS430J1L、又はSUS443J1

厚　さめっき付着量材　料

※Z12又はF12　・　　

※Z12又はF12　・　　 ・　

※改修標準仕様書5.4.4による

鋼板（JIS G 4305)に基づく)

 8　鋼製軽量建具 性能等級

　　　　　　　　　　　　　・適用しない

　防音ドア、防音サッシ　　　　・遮音性の等級（・建具表による　・　 　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　（建具符号： 　・建具表による ・ 　　　　）

　断熱ドア、断熱サッシ Ｇ　   ・断熱材の等級（・建具表による　・　 　　　）

　　　　　　　　　　　　　　 　（建具符号： 　・建具表による　・　　 　　）

　耐震性能　　　　　　　　　　・建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項による　　・　

　簡易気密型ドアセット　　・適用する（建具符号　　・建具表による　　・　　　）

[5.2.2] [5.5.2～4] 

性能等級 9　ステンレス製建具

　簡易気密型ドアセット　　　・適用する（建具符号　　・建具表による　　・　　　）

　　　　　　　　　　　　　　・適用しない

　外部に面する建具の耐風圧性　　・S-4（建具符号：　・建具表による　・　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　・S-5（建具符号：　・建具表による　・　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　・S-6（建具符号：　・建具表による　・　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　・　

　防音ドア、防音サッシ　　　　・遮音性の等級（・建具表による　・　 　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　（建具符号： 　・建具表による ・ 　　　　）

　断熱ドア、断熱サッシ Ｇ　　 ・断熱材の等級（・建具表による　・ 　  　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　（建具符号： 　・建具表による ・ 　　　　）

[5.2.2] [5.4.2] [5.6.2～5]  12  自動ドア開閉装置

※改修標準仕様書 ・適用する

・適用しない

※光線（反射）スイッチ

・熱線スイッチ

・音波スイッチ

・光電スイッチ

・電波スイッチ

・タッチスイッチ

・押しボタンスイッチ

・ペダルスイッチ

・多機能トイレスイッチ

・車椅子使用者用

　便房スイッチ

・行う

　（適用箇所は建具表による）

※行わない

凍結防止センサーの種類防　錆性　能

[5.9.2、3] 

　表5.9.1による

　駆動力　　　　※電気式または電動油圧式　　　　　　・（　　　　　　　　　　　）

　電源　　　　　※ＡＣ100Ｖ（過電流保護装置付）　 　・（　　　　　　　　　　　）

　補助センサー　※安全光線スイッチ１組　　　　　　　・（　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　各開閉装置毎に補助センサーを設ける

 13  自閉式上吊り引戸装置 性能　　　　※改修標準仕様書　表5.10.1による

・管理用シャッター

・外壁用防水シャッター

・屋内用防火シャッター

・屋内用防煙シャッター

※障害物感知装置（自動閉鎖型）

※危害防止機構

備　考耐風圧強度シャッターの種類

[5.10.3] 

[5.11.2、3] 

耐風圧強度（　　　　　　　）Pa

耐風圧強度（　　　　　　　）Pa

　屋内用防火シャッター若しくは防炎シャッターの危害防止機構

リモコンの有無　　　※無　　　　・有（リモコン個数　　　個）

電動式の場合の電源　　※三相200Ｖ　0.75kw以下（過電流保護装置付）

管理用シャッターのシャッターケース　　・設ける　・設けない

スラット及びシャッターケース用鋼板

　鋼板の種類　　　・JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板）

　　　　　　　　　・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板）

　めっきの付着量　※Z12又はF12　・　

ガイドレール、まぐさ、雨掛りに用いる座板及び座板カバー、雨掛りに用いるスイッチボックス類の

ふたの材質

　　・ステンレス鋼板　　SUS304、SUS430J1L又はSUS443J1　　・　　

 14  重量シャッター

 15  軽量シャッター [5.12.2～4] 

 16  オーバーヘッド

　　 ドア

※スチールタイプ

・アルミニウム

　タイプ

・ファイバーグラス

　タイプ

・125

・100

・75

・50

※バランス式

・チェーン式

・電動式

・スタンダード形

・ローヘッド形

・ハイリフト形

・バーチカル形

・溶融亜鉛

　めっき鋼板

障害物感知装置を設けた電動シャッターの設置個所　・図示

・フロート板ガラスの品質及び厚さの呼びによる種類　　　※建具表による

・型板ガラスの厚さによる種類　　　※建具表による

・網入り板ガラス及び線入り板ガラス網又は線の形状、板の表面の状態及び厚さの呼び

・合せガラス

　　材料の板ガラスの種類及び厚さの組み合わせ並びにガラスの合計厚さによる種類

　　形状による種類

　　　※建具表による

　　　・平面合せガラス　　　・局面合せガラス

　　　・１類　　・Ⅱ-１類　・Ⅱ-２類　・Ⅲ類

・強化ガラス

　による種類　　　※建具表による

　　形状による種類及び材料板ガラス種類による名称　　　※建具表による

　　破片の状態及びショットバック衝撃特性による種類　　・１類　　・Ⅲ類

・熱線吸収板ガラス

　　板ガラスの種類、厚さによる種類　　※建具表による　　・　

　　性能による種類　　・１類　　・２類

・複層ガラス

　　材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに複層ガラスの厚さ

　　　※建具表による　　・　

　　　・T1　　・T2　　・T3　　・T4　　・T5　　・T6　　　　

　　断熱性による区分

　　日射取得性、日射遮断性による区分

　　　・G　　・S　　　

　　乾燥気体の種類

　　　・空気　　・アルゴン　　・　　　　　

　　材料板ガラスの種類、厚さによる種類　　※建具表による　　・　

　　日射遮断性による区分

　　　・１種　　・２種　　・３種　　　

　　耐久性による区分（日射熱遮断性による区分が２種の場合）

　　　・A種　　・B種　　　

・熱線反射ガラス

　　映像調整

　　　・行わない　　・行う　　　

・倍強度ガラス

　　材料板ガラスの種類、厚さによる種類　　※建具表による　　・　

 17  ガラス

　　落球衝撃によるはく離特性並びにショットバック衝撃特性による種類

セクション材料

による区分

耐風圧

区分

開閉方式

による区分

収納形式

による区分

ガイドレール

の材質

[5.13.2、3] 

[3.7] [5.14.2～4］

アルミニウム製

鋼製及び鋼製軽量

ステンレス製

※シーリング材（SR-1）

※シーリング材（SR-1）

・　

・　

※シーリング材（SR-1）

※建具の製造所の仕様による

・図示

・　

※建具の製造所の仕様による

・図示　・　

※建具の製造所の仕様による

・図示　・　

ガラスの留め材及び溝の大きさ

　ガスケット

　・グレイジングチャンネル形

　・　

 18  鍵箱

鋼製市販品とし、監督職員の承諾による

ガラス留め材 ガラス溝の大きさ（mm）建具の種類

形式　・30本入（　　）個　・60本入（　　）個　・120本入（　　）個　・　　本入（　　）個

 17  ガラス（続き）６

建
具
改
修
工
事

・ ・ ・建具表による　・　

・外部

・内部

壁部分の開口の開け方　　※図示　・　

新規建具周囲の補修工法及び範囲　　※図示　・　

　　　　　　　　　　・Ｂ種（建具符号：　・建具表による　・　　　　　　）　

[5.2.2] [5.4.2～5] [表5.4.2] 

鋼板　　※亜鉛めっき鋼板　・ビニル被膜鋼板　・カラー鋼板　・ステンレス鋼板

鋼板の厚さ　　・改修標準仕様書表5.5.1による　・　

召合せ、縦小口包み板の材質　　※ステンレス鋼板　・鋼板　・アルミニウム合金押出形材

　耐震性能　　　　　　　　　　・建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項による　　・　

　耐震性能　　　　　　　　　　・建築非構造部材の耐震性能に係る特記事項による　　・　

鋼板（屋外）　※SUS304　・SUS430JIL・SUS443J1　・　

鋼板（屋内）　※SUS430　・SUS430JIL・SUS443J1・SUS304　・　

表面仕上げ　　※HL仕上げ　・鏡面仕上げ　・　

ステンレス鋼板の曲げ加工　※普通曲げ　・角出し曲げ

 10　木製建具 [5.7.2～4] 建具材の加工、組立時の含水率　　※Ａ種　　・　

・フラッシュ戸

建物内部の木製建具に使用する表面材及び接着剤のホルムアルデヒド放散量

※規制対象外　　・　

　表面材の合板の種類

※普通合板 Ｇ

・天然木　化粧合板 Ｇ

・特殊加工　化粧合板 Ｇ

接着の程度（・1類　・2類 )

表面性能（　　　　　　　）タイプ

（・オーバーレイ　・プリント　・塗装）

化粧加工の方法

接着の程度（・1類　・2類 ）

樹種名（　　　　　　 　　）

接着の程度（・1類　・2類 ）

板面の品質（　　　　　　）

 （※しな程度　・　　　　　　）

　不透明塗料塗り

 （※ラワン程度　 ・　   　　）

　生地、透明塗料塗り

表面の樹種

備　考規格等合板の種類

表面板の厚さ　※標準仕様書　表16.7.6による　・　

・かまち戸

　かまち樹種（　　　　）　鏡板樹種（　　　　）

　見込み寸法　※36mm　　・建具表による　　・　

・ふすま

　張りの種別（・Ⅰ型　・Ⅱ型）

　緑仕上　・塗り縁　※生地縁（素地）　・生地縁（ウレタンクリヤー塗装）

　見込み寸法　※19.5mm　・建具表による　　・　

　上張り　・鳥の子　※新鳥の子又はビニル紙程度　押入等の裏側は雲花紙程度

・戸ぶすま

　見込み寸法　※30mm　　・建具表による　　・　　

・紙張り障子

　見込み寸法　※30mm　　・建具表による　　・　　

　枠、くつずりの材料　　・建具表による　　・　

 11  建具用金物

※シリンダー箱錠

　　※レバーハンドル　材質　※アルミニウム合金　・ステンレス　・黄銅

　　　　　　　　　　　座金　※丸座　・長座

　　・握り玉　　　　　材質　※ステンレス

・本締り錠（性能）　　・建築材料等品質性能表による

・空錠

　　　　　　　　　　　座金　※丸座　・長座

　　・握り玉　　　　　材質　※ステンレス

・グレモン錠

　　　レバーハンドルの材質　※亜鉛合金　・ステンレス

　　　製造所　　※図示

・ピポットヒンジ

　　　カバー部の材質　　　　※ステンレス　・亜鉛合金

・フロアヒンジ

　　　・Grade1　※Grade2

　　　カバー部の材質　　　　※ステンレス

・ヒンジクローザー（丁番型）

　　　　材質　・鋼（焼付け塗装）

・ヒンジクローザー（ピボット型）

　　　　材質　・鋼（焼付け塗装）

・ドアクローザー

　　　・Grade1　※Grade2

　　　　材質　※アルミニウム合金

・押棒、押板

　　　　材質　・ステンレス　・黄銅　・合成樹脂

・アームストッパー

　　　　材質　・鋼（クロームめっき）　※ステンレス

・クレセント

　　　　材質　※建具製造所の仕様による

・排煙オペレーター（※埋込　・露出）

金物の種類及び見え掛り部の材質等

金属建具用丁番の枚数及び大きさ

樹脂製建具用丁番の枚数及び大きさ

[5.8.2～4] [表5.8.1] 

　　※レバーハンドル　材質　※アルミニウム合金　・ステンレス　・黄銅

・マスターキー　※製作する（・新規　・既存にあわせる）

※改修標準仕様書　表5.8.1により適用は建具表による

※改修標準仕様書　表5.8.2による

※改修標準仕様書　表5.8.3による

　　※改修標準仕様書5.11.2(4)(エ)(a)かつ(C)

　　・改修標準仕様書5.11.2(4)(エ)(b)かつ(C)

開閉方式による種類　※電動式（手動併用）　・上部手動式

開閉方式による種類　※手動式　・電動式（手動併用）　　

　シャッターケース　※設ける　・設けない

　スラットの形状　　※インターロッキング形　・オーバーラッピング形

　ガイドレール・座板の材質　※ステンレス（SUS304)  ・溶融亜鉛めっき鋼板

　電動式の場合の危害防止機構　※有（障害物感知装置自動閉鎖型）

　電動式の場合の電源　　　　　※単相100Ｖ(過電流保護装置付）　　・（　　　　）

・ステンレス鋼板

６

建
具
改
修
工
事（

続
き）

　断熱ドア、断熱サッシ Ｇ　   ・断熱材の等級（・Ｈ－４　・Ｈ－５ ・Ｈ－６　・　　　）

建
具
改
修
工
事
　（

続
き）

６ ６

　耐風圧強度（　　　　）Pa

既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁及び床の改修範囲

　※壁面より両側100mm程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う　・図示

天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲

　※壁面より両側600mm程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う　・図示

既存天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修

　※既存のまま　・図示

[6.1.3] 

ビニル床シート等の除去　　　※仕上げ材のみ（接着剤とも）

既存コンクリート又はモルタル面の下地処理に用いるポリマーセメントモルタル及びエポキシ樹脂モルタル

は、4章外壁改修工事による

[6.2.2] 

間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修

　（塗り厚25mmを超える場合の処置　・行う　・行わない）

　・図示

[6.3.2] 

 2  既存床の撤去及び

    下地補修

 3  既存壁の撤去及び

    下地補修

 1  改修範囲７

内
装
改
修
工
事

　　　　　　　　　　　　　　・下地モルタルとも（・図示の範囲　・除去範囲全て）

合成樹脂塗床材の除去工法　　・機械的除去方法　・目荒し工法

　※改修標準仕様書4.4.8によるモルタル塗り

[6.5.2] ・JAS1083-5に基づく下地用針葉樹製材

・JAS1083-2に基づく造作用針葉樹製材

・JAS1083-6に基づく広葉樹製材

・JAS1083以外の製材

・代用樹種を使用できない箇所（　　　　　　　　　　　　　）

・適用する・適用する（　　　　　）

 造作材の場合

（・A種 ・B種）

・適用しない・適用しない・　

※A種・B種・　・　

・　※10％以下

・A種・B種・　

※1等 ・　

※A種・B種・　※小節以上

・

※A種・B種・　・上小節

・

・　

・　

※A種・B種・　※2級・　 ・　

見え掛り面

見え掛り面

以外

樹種施工箇所
寸法

(mm)
等級 含水率 保存処理 間伐材等の適用

間伐材等の適用保存処理含水率等級
寸法

(mm)
樹種施工箇所

間伐材等の適用保存処理含水率等級
寸法

(mm)
樹種施工箇所

施工箇所 樹種
寸法

(mm)
材面の品質 防虫処理 難燃処理 含水率 間伐材等の適用

 4  製材 Ｇ

ホルムアルデヒド放散量　※規制対象外　・　 [6.5.2] 

・「集成材の日本農林規格」に基づく造作用集成材

・「集成材の日本農林規格」に基づく化粧ばり造作用集成材

・「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材

・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材

・　

・　

施工箇所 品名 樹種
寸法

(mm)
見付け材面積 見付け材面の品質 間伐材等の適用

間伐材等

の適用

見付け材面

の品質

見付け材

面積

 化粧薄板の

 厚さ(mm)

寸法

(mm)
樹種品名施工箇所

施工箇所 樹種
寸法

(mm)
見付け材面の品質 含水率

間伐材等

の適用

間伐材等

の適用
含水率

見付け材

面の品質の厚さ(mm)

化粧薄板寸法

(mm)
樹種名品名施工箇所

・15％以下

・ 

・15％以下

・ 

化粧薄板：

芯材：

・15％以下

・ 

・　

・　・1等

・2等

化粧薄板：

芯材：

※1等　・2等

※1等　・2等

・　

・　

 5  造作用集成材 Ｇ

　スラットの材質　　・　

備
考

製図担当
工事名

図面名

図面番号年月日

縮尺

2025/03
阿久根市都市建設課

迫口 迫口

A-03

令和６年度補正 防災・安全交付金事業公園施設長寿命化対策支援事業

多目的雨天屋内運動場シャッター改修工事

建築改修工事特記仕様書(4)1/200
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備
考

製図担当
工事名

図面名

図面番号年月日

縮尺

2025/03
阿久根市都市建設課

迫口 迫口

A-04

令和６年度補正 防災・安全交付金事業公園施設長寿命化対策支援事業

多目的雨天屋内運動場シャッター改修工事
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１

１''

：ｼｬｯﾀｰ改修箇所を示す…4箇所

：改修済み箇所を示す…22箇所（本工事対象外）

：ｽﾗｯﾄのみ改修箇所を示す…9箇所（本工事対象外）
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ケ ース・ 電動機 ・個 別鍵付 き開閉 スイッ チ・３ 方枠・ 障害物 感知装 置（既 存）

１

鋼　製 　建　 具　表 　Ｓ＝ １／５ ０

ＳＳ ＳＳ ＳＳ

２

ガ　 ラ　ス

付  属  金  物

材質 ・塗装

名称 ・見 込み

記号・ 場所 ・数量

カ ラー鋼 板

ＳＳ

カラー 鋼板

１’ 　１''

ケ ース・ 電動機 ・個 別鍵付 き開閉 スイッ チ・３ 方枠・ 障害物 感知装 置

軽量電 動スチ ールシ ャッ ター（ 逆巻） 軽 量電動 スチー ルシャ ッター （逆巻 ）

　解体 撤去　 解体撤 去

ケー ス残し 、その 他撤去 処分 ケ ース残 し、そ の他 撤去処 分

カ ラー鋼 板（既 存）

ケー ス・電 動機・ 個別鍵 付き開 閉スイ ッチ・ ３方 枠・障 害物感 知装置 （既存 ） ケー ス・電 動機・ 個別鍵 付き開 閉スイ ッチ・ ３方 枠・障 害物感 知装置

カラー 鋼板（ 既存）

軽量電 動スチ ールシ ャッ ター（ 逆巻）軽 量電動 スチー ルシャッター （逆巻 ）

１箇 所１箇所

ｼｬｯﾀｰ改 修 :ｽﾗｯﾄ(ｶﾗｰ1.0t)一 部取替 (※ 上部か ら1,600mmのみ )、 電動開 閉装置 (ﾛｰﾗｰﾁｪｰﾝ共 )取替

ｼｬｯﾀｰ改 修  ： ｽﾗｯﾄ(ｶﾗｰ1.0t)一部取 替(※上部 から 1,600mmの み )、電動 開閉装 置(ﾛｰﾗｰﾁｪｰﾝ共)取替

１箇所１箇 所

            下 部張 りｹｰｽ(SUS0.8t)取替 (点 検口、 下地骨 材(防錆塗 装)共 )            下部 張りｹｰｽ(SUS0.8t)取 替 (点検口 、下 地骨材 (防 錆塗装 )共 )

ｽﾃﾝﾚｽｶﾞｲﾄﾞ増 金・ｽﾃﾝﾚｽ張り ｹｰｽ1面 (0.8t)・ ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ・ ｽﾃﾝﾚｽまぐ さ(1.5t)天井 内納ま りｽﾃﾝﾚｽｶﾞｲﾄﾞ増金 ・ｽﾃﾝﾚｽ張 り ｹｰｽ1面 (0.8t)・ ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ・ ｽﾃﾝﾚｽまぐさ (1.5t)天井内 納まり付  属  金  物

ガ　 ラ　ス

軽 量手動 スチー ルシャッター

軽 量電動 スチー ルシャ ッター （逆巻 ）軽量電 動スチ ールシ ャッ ター（ 逆巻）軽 量電動 スチー ルシャッター （逆巻 ）

カラー 鋼板　 0.8ｔ

軽量 手動ス チール シャッ ターKE6N　 （逆巻 ）

カ ラー鋼 板　0.8ｔ

ケ ース・ 電動機 ・個 別鍵付 き開閉 スイッ チ・３ 方枠・ 障害物 感知装 置ケー ス・電 動機・ 個別鍵 付き開 閉スイ ッチ・ ３方 枠・障 害物感 知装置ケ ース・ 電動機 ・個 別鍵付 き開閉 スイッ チ・３ 方枠・ 障害物 感知装 置

カ ラー鋼 板（既 存） カラー 鋼板（ 既存） カ ラー鋼 板（既 存）

　 新設　新設
　１''１’

ＳＳ ＳＳ
記号・ 場所 ・数量

名称 ・見 込み

材質 ・塗装
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5
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H
=
3
,
0
3
0

W=4,580

３’

ＳＳ
記号・ 場所 ・数量

名称 ・見 込み

材質 ・塗装

付  属  金  物

ガ　 ラ　ス

形状 ・寸法

形状 ・寸法

３

ＳＳＳＳ

２’

ｽﾃﾝﾚｽ座板 (T-2)・ ｱﾙﾐ中柱 (耐 風補強 1型 )・ 水圧開 放錠× 2箇所 ｽﾃﾝﾚｽ座板 (T-2)・ ｱﾙﾐ中 柱 (耐風補 強1型 )・水 圧開放 錠×2箇所

ｼｬｯﾀｰ改修  ：ｽﾗｯﾄ(ｶﾗｰ1.0t)一 部取替 (※ 上部か ら1,600mmのみ )、電 動開閉 装置 (ﾛｰﾗｰﾁｪｰﾝ共 )取替

備
考

製図担当
工事名

図面名

図面番号年月日

縮尺

2025/03
阿久根市都市建設課

迫口 迫口
no scale

A-06

令和６年度補正 防災・安全交付金事業公園施設長寿命化対策支援事業

多目的雨天屋内運動場シャッター改修工事

建具表

　　   　　 押釦ﾎﾞｯｸｽ(C形 1個用 )取 替、一 斉操作 用ﾘﾚｰﾎﾞｯｸｽ取替、 座板両 端金物 取替

　　   　　 　押釦 ﾎﾞｯｸｽ(C形 1個 用)取替、 一斉操 作用 ﾘﾚｰﾎﾞｯｸｽ取替 、座板 両端金 物取替 　 　  　 　　押 釦ﾎﾞｯｸｽ(C形 1個用 )取 替、一 斉操作 用ﾘﾚｰﾎﾞｯｸｽ取 替、座 板両端 金物 取替

２箇 所２箇所

１箇 所（う ちスラ ットの み改 修（c）： １箇所 ）

６箇 所（うちスラ ットの み改修 （c）：６ 箇所 ）

ｽﾗｯﾄのみ 改修:ｽﾗｯﾄ(ｶﾗｰ1.0t)一部 取替(※上 部から 1,600mmの み )

ｽﾗｯﾄのみ 改修:ｽﾗｯﾄ(ｶﾗｰ1.0t)一部 取替(※上 部から 1,600mmの み )

改  修  内  容

改  修  内  容

改  修  内  容

形状 ・寸法

４箇所 （ｼｬｯﾀｰ改修（ b） ）

          下部張 りｹｰｽ(SUS0.8t)取替 (点 検口、 下地 骨材(防錆 塗装)共 )、 ｴﾏｰｾﾞﾝｼｽｲｯﾁ取替



東側立面図　1/200 西側立面図　1/200

南側立面図　1/200 北側立面図　1/200
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備
考

製図担当
工事名

図面名

図面番号年月日

縮尺

2025/03
阿久根市都市建設課

迫口 迫口

A-07

令和６年度補正 防災・安全交付金事業公園施設長寿命化対策支援事業

多目的雨天屋内運動場シャッター改修工事

立面図1/200

：ｼｬｯﾀｰ改修箇所を示す…４箇所


